
次期地域福祉計画 策定スケジュールについて

現行計画期間：令和7年3月まで
次期計画策定：〔当初予定〕令和7年3月までに策定 次期計画期間：５年間：令和7年4月から令和12年3月まで

【 変更案 】策定期間を1年延⾧ ⇒ 令和8年3月までに策定（現行計画を延⾧）
次期計画期間：５年間：令和8年4月から令和13年3月まで

【策定期間見直しの理由】
◯地域福祉計画とは、住民参加のもと、行政の立場から地域福祉の政策や制度などを充実させながら、地域福祉を推進して
いくための仕組みや体制づくりのために自治体が策定する計画。

＊計画の策定と実行を通じて、市民・事業者、関係機関や団体、庁内関係各課の主体的参画を図り、安心・信頼できる地域
福祉社会の構築を目指すもの

資料２

◎住民参加
・市民ワークショップでの議論の深化を図る。
・パブコメや市民アンケートのほか、タウンミーティングや関係機関や団体等を通じて広く意見を吸い上げる。
◎地域福祉の政策や制度の充実
・各課で実施する事業（制度）の狭間への適切な対応への検討から具体的な事業、施策等の実施を図る。
◎仕組みや体制づくり
・「地域包括支援センター」や「町社協」、「前橋市社会福祉協議会」など地域共生社会を支える主体の適正な役割分担
による協働を図る。

第２次前橋市地域福祉計画の終期である令和６年度（２０２４年度）末までに次期計画を策定できるよう取組を進めて
いましたが、総合的な相談支援体制づくりの検討等を行い、地域共生社会を支える関係者等が主体的に参画する取組を進
めるために十分な期間を確保する必要があることから、策定期間を令和７年度（２０２５年度）末まで１年間延⾧します。
これに伴い、計画期間が途切れることで本市における地域福祉の推進に切れ目が生じることがないよう、第２次前橋市

地域福祉計画の計画期間についても令和７年度（２０２５年度）末まで１年間延⾧します。
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・前橋市地域福祉計画進捗評価
・計画策定の方向性について
・計画の方針やWGの設置について
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6月 第1回 ・WGの内容、進め方、次期計画策
定に向けて

7月 第2回 ・関連施策説明（生活困窮/高齢/障
害/子ども）

8月
第1回

・日常感じる課題などを共有

9月

10月

第2回

・地域福祉の観点で、自分が「どう
ありたい」「何ができる」を議論

11月 第3回 ・WSでの議論の共有

12月 第3回 ・前回の議論の掘り下げ

2025
1月

R6年度
第2回

・第2次計画の事業評価

2月 第4回 ・提言とりまとめ

3月 ■ワークショップの提言書完成
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提出され
た意見へ
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りまとめ、
計画案へ
の反映

具体施策
実施に向
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予算要求

5月 第4回 ・基本理念、施策の方向性意見出し

6月

7月 第5回 ・計画素案の調整

8月 R7年度
第1回

・WG進捗報告、意見聴取
・計画素案報告、審議

9月

10月 第6回 ・審議会意見を踏まえた素案取りまとめ

11月 ■市民意見募集（パブリックコメント）
実施

12月

2026
1月

R7年度
第2回

・市民意見募集実施結果の報告
・計画案の承認

2月 ■計画策定

3月

スケジュール案

※ 各年度の審議会及びWGの回数、実施時期等は目安です。
状況に応じて追加・変更となる場合があります。

略称 WG：地域福祉計画策定ワーキンググループ
WS：地域福祉市民ワークショップ


